
一
頁

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
号
」
を
削
り
、
「
事
業
で
、
国

が
施
行
す
る
も
の
及
び
都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
知
事
が
施
行
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
国
が
負
担
し
、
又

は
補
助
す
る
も
の
」
を
「
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
を
削
る
。

第
三
条
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
こ
の
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
以
て
」
を
「
も
つ
て

」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
会
計
の
経
理
は
、
現
金
の
収
納
又
は
支
払
の
事
実
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
の
増
減
及
び
異
動
の
事
実
に
基
づ
い
て
行

う
。

第
四
条
第
二
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
事
業
施
設
費
」
を
「
国
有
林
野
事
業
に
係
る
事
業
施



二
頁

設
費
」
に
、
「
こ
の
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
」
を
「
発
行
し
、
又
は
借
入
金
を
す
る
」

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
運
転
資
金
」
を
「
国
有
林
野
事
業
に
係
る
運
転
資
金

」
に
、
「
こ
の
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
一
時
借
入
金
を
な
し
」
を
「
一
時
借
入
金
を
し
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

た
だ
し
書
中
「
こ
の
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
国
有
林
野
事
業
の
運
営
」
を
「
国
有
林
野
事
業
及
び
直
轄
治
山
事
業
の
運
営
」
に
、
「
国
有
林
野
事
業
勘
定

」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
調
査
を
な
す
」
を
「
調
査
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
運
転
資
金
」
を
「
国
有
林
野
事
業
に
係
る
運
転
資

金
」
に
、
「
一
時
借
入
金
の
借
入
」
を
「
一
時
借
入
金
の
借
入
れ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
支
出
済
」
を
「
支
出
済
み
」
に
改
め
、
同
条
第
二



三
頁

項
中
「
繰
越
」
を
「
繰
越
し
」
に
改
め
、
「
財
政
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第

三
項
中
「
繰
越
を
な
し
た
」
を
「
繰
越
し
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
左
の
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
の
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
治
山
勘
定
の
」
を
「
直
轄
治
山
事
業
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
作
製
し
」
を
「
作
成
し
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
左
の
書
類
を
添
附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
前
前
年
度
の
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
前
々
年
度
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
の
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
削
り
、
同

項
第
四
号
中
「
前
前
年
度
の
治
山
勘
定
の
」
を
「
前
々
年
度
の
直
轄
治
山
事
業
に
係
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
治
山
勘

定
の
」
を
「
直
轄
治
山
事
業
に
係
る
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
見
込
」
を
「
見
込
み
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す



四
頁

る
。第

十
条
の
二
を
削
る
。

第
十
条
中
「
、
国
有
林
野
事
業
勘
定
及
び
治
山
勘
定
に
区
分
し
、
各
勘
定
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
作
製
し
」
を
「
作
成
し
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
の
三
及
び
第
八
条
の
四
を
削
る
。

第
八
条
の
二
中
「
経
費
の
額
に
相
当
す
る
」
を
削
り
、
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

及
び
第
二
号
中
「
政
令
で
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
に
相
当
す
る
金
額
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
経
費
」
の
下
に
「
に
相

当
す
る
金
額
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
政
令
で
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
に
相
当
す
る
金
額
」
を
加
え
、
同

条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

直
轄
治
山
事
業
に
関
す
る
費
用
で
国
庫
が
負
担
す
る
も
の
及
び
第
一
条
第
三
項
第
二
号
の
事
業
に
関
す
る
事
務
取
扱
費

の
額
に
相
当
す
る
金
額

第
八
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



五
頁

第
八
条
の
二
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条

直
轄
治
山
事
業
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
は
、
こ
の
会
計
の
歳
入
と
す
る
。

附
則
第
五
条
を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
、
「
以
外
の
」
の
下
に
「
国
有
林
野
事
業

に
係
る
」
を
加
え
、
「
こ
の
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
、
「
借
入
金
を
な
し
」
を
「
借
入
金
を
し
、
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
以
て
」
を
「
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ

の
会
計
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。

附
則
第
六
条
を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
を
「
こ
の
会

計
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。

附
則
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
投
資
特
別
会
計
社
会
資
本
整
備
勘
定
か
ら
こ
の
会



六
頁

計
に
繰
入
れ
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
九
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
金
額
」
と
あ
る
の
は

、
「
金
額
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
投
資
特
別
会
計
社
会
資
本
整
備
勘
定
か
ら
繰

り
入
れ
ら
れ
る
金
額
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

附
則
第
八
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
十
六
条
中
「
治
山
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
八
条
と
す
る
。

附
則
第
十
七
条
中
「
治
山
勘
定
」
を
「
こ
の
会
計
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
の
予
算
か
ら
適

用
し
、
平
成
十
七
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
年
度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ



七
頁

の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
国
有
林
野
事
業
特
別

会
計
（
以
下
「
旧
特
別
会
計
」
と
い
う
。
）
の
治
山
勘
定
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
度
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
を
生

じ
た
と
き
は
、
当
該
剰
余
金
の
う
ち
旧
法
第
一
条
第
三
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
は
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ

、
そ
の
他
の
金
額
は
新
法
に
基
づ
く
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
（
以
下
「
新
特
別
会
計
」
と
い
う
。
）
の
平
成
十
八
年
度
の

歳
入
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

新
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
特
別
会
計
の
予
算
に
添
付
す
べ
き
前
々
年
度
又
は
前
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
八
年
度
（
前
々
年
度
に
係
る
当
該
書
類
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
を
含
む
。
）
の
予
算
に
限
り
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
旧
特
別
会
計
の
治
山
勘
定
及
び
国
有
林
野
事
業
勘
定
に
所
属
す
る
権
利
義
務
の
う
ち
、
旧
特
別
会

計
の
治
山
勘
定
に
所
属
す
る
権
利
義
務
で
旧
法
第
一
条
第
三
項
第
二
号
に
係
る
も
の
は
一
般
会
計
に
、
旧
特
別
会
計
の
治
山

勘
定
に
所
属
す
る
権
利
義
務
で
旧
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
に
係
る
も
の
は
産
業
投
資
特
別
会
計
社
会

資
本
整
備
勘
定
に
、
そ
の
他
の
権
利
義
務
は
新
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。

４

旧
特
別
会
計
の
平
成
十
七
年
度
の
歳
出
予
算
の
経
費
の
金
額
の
う
ち
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第



八
頁

十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
二
条
た
だ
し
書
又
は
旧
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
繰
越
し
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て

旧
法
第
一
条
第
三
項
第
二
号
に
係
る
も
の
は
一
般
会
計
に
、
そ
の
他
の
も
の
は
新
特
別
会
計
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
国
有
林
野
事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
有
林
野
事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
の
国
有
林
野
事
業
勘
定
（
以
下
「
事
業
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
そ

の
事
務
を
取
り
扱
う
治
山
事
業
」
を
「
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
第
一
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
直
轄
治
山
事
業
」

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
勘
定
」
の
下
に
「
（
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
に
基
づ
く
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
の
国
有
林
野
事
業

勘
定
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。



九
頁

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
及
び
第
二
十
一
条
」
を
「
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
事
業
勘
定
」
を
「
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
」
に
、
「
こ
の
勘
定
」
を
「
同
特
別
会
計
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
に
つ
い
て
は
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
と
み

な
し
て
、
同
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
章
第
二
節
中
第
十
九
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
を
削
る
。

第
二
十
一
条
中
「
事
業
勘
定
の
」
を
「
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
の
」
に
、
「
事
業
勘
定
に
」
を
「
同
特
別
会
計
に
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
事
業
勘
定
」
を
「
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
」
に
、
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

（
国
有
林
野
事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



一
〇
頁

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
林
野
事
業
の
改
革
の
た
め
の
特
別
措
置
法
第
十
八
条
第

一
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
借
り
入
れ
た
借
入
金
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入

金
と
み
な
し
て
、
新
法
第
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
一
般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

一
般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
国
有
林
野
事
業
勘
定
」
の
下
に
「
（
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
勘
定
を
い
う

。
）
」
を
加
え
る
。




